
 

議案第 ８ 号 

 

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２１年 ２ 月１８日提出 

川崎市長  阿 部 孝 夫 

 

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例 

川崎市介護保険条例（平成１２年川崎市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

第７条中「第１１５条の４１」を「第１１５条の４７」に改める。 

第８条第１項中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平成２１年度か

ら平成２３年度まで」に改め、「算定」の次に「（特例割合を定めてするもの

を含む。）を」を加え、同項各号を次のように改める。 

⑴ 次のいずれかに該当する者 ２４，１９９円 

ア 政令第３９条第１項第１号イ又はロに掲げる者 

イ 政令第３９条第１項第１号ハに掲げる者（第４号イに該当する者を除

く。） 

⑵ 次のいずれかに該当する者 ２４，１９９円 

ア 政令第３９条第１項第２号イに掲げる者 

イ 政令第３９条第１項第２号ロに掲げる者（第４号イに該当する者を除

く。） 

⑶ 次のいずれかに該当する者 ３６，２９８円 



ア 政令第３９条第１項第３号イに掲げる者 

イ 政令第３９条第１項第３号ロに掲げる者（次号イに該当する者を除く。） 

⑷ 次のいずれかに該当する者 ４５，９７８円 

  ア 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含

むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）が

課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中

の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５

条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。）及び当該保

険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場

合には、零とする。以下同じ。）の合計額が８０万円以下であり、かつ、

前３号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者（生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第６条第２項に規

定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護（生活保護

法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要としない状態とな

るもの（政令第３９条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ又は第９号イに該当する者を除

く。） 

⑸ 次のいずれかに該当する者 ４８，３９７円 

ア 政令第３９条第１項第４号イに掲げる者であり、かつ、前号に該当し

ない者  

イ 政令第３９条第１項第４号ロに掲げる者 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ５３，２３７円 



 

  ア 合計所得金額が１，２５０，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第

８号イ又は第９号イに該当する者を除く。） 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ５８，０７７円 

ア 合計所得金額が１，２５０，０００円以上２，０００，０００円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は

第９号イに該当する者を除く。） 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ７２，５９６円 

ア 合計所得金額が２，０００，０００円以上３，５００，０００円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 ８２，２７５円 

ア 合計所得金額が３，５００，０００円以上７，０００，０００円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令



第３９条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

⑽ 前各号のいずれにも該当しない者 ９６，７９４円 

第１２条第４項中「、ロ若しくはハ、第２号ロ、第３号ロ若しくは第４号ロ

又は第８条第１項第５号イ」を「若しくはロ又は第８条第１項第１号イ、第２

号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ」に、「若しくは第７号イ」を「、第７

号イ、第８号イ若しくは第９号イ」に改める。 

附則第２１項各号列記以外の部分中「第８条第１項」を「川崎市介護保険条

例の一部を改正する条例（平成２１年川崎市条例第  号）による改正前の条

例（以下「旧条例」という。）第８条第１項」に改め、同項第１号中「第８条

第１項第４号」を「旧条例第８条第１項第４号」に改め、同項第２号中「第８

条第１項第５号」を「旧条例第８条第１項第５号」に改める。 

附則第２４項各号列記以外の部分中「第８条第１項」を「旧条例第８条第１

項」に改め、同項第１号中「第８条第１項第４号」を「旧条例第８条第１項第

４号」に改め、同項第２号中「第８条第１項第５号」を「旧条例第８条第１項

第５号」に改める。 

附則第２７項各号列記以外の部分中「第８条第１項」を「旧条例第８条第１

項」に改め、同項第１号中「第８条第１項第４号」を「旧条例第８条第１項第

４号」に改め、同項第２号中「第８条第１項第５号」を「旧条例第８条第１項

第５号」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正規

定は、同年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

２ 改正後の条例の規定は、平成２１年度分の保険料から適用し、平成２０年

度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

平成２１年度から平成２３年度までの各年度における保険料率を定めること

等のため、この条例を制定するものである。 


